
4－13 ホームエレベーター等の設置について 

昇降機に関する確認申請等 
 

１．エレベーター等の確認申請 

 建築物に設ける昇降機（エレベーター（段差解消機、椅子式階段昇降機等を含む）、エスカレー
ター、小荷物専用昇降機）の設置には、一部の建築物を除いて確認申請等が必要となります。 

 通常、昇降機の確認申請は、建築物の確認申請時に昇降機のメーカー等が決定していないことな

どの理由から、建築物の確認申請とは別の申請（別願）で取り扱うことが一般的です。ただし、建

築基準法第６条第１項第三号に該当する建築物に設置する場合は、建築物の確認申請に含めた申請

（併願）となります。 

 昇降機の設置には法令上の様々な制限があり、特にホームエレベーターについては、籠が住戸内

のみを昇降する場合以外の設置は認められていません。 

２．ホームエレベーターについて 

 ホームエレベーターとは、個人住宅の住戸内に設置することを目的とした家族専用の垂直式昇降
機です。このことから不特定多数の人が利用する形態の場合は、その設置が認められません。ま

た、日常の管理は建物所有者の責任により行われ、専門技術者による定期的な保守点検を依頼して

安全確保に努める必要があります。 

令和７年４月１日から、ホームエレベーターを既存建物に設置する場合は確認申請が不要となり

ました。新築等にホームエレベーターを設置する場合は、建築物の確認申請に併願する必要があり

ます。なお、確認申請が不要であっても、設置する場合は建築基準法を遵守する必要があります。 
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